
☆対象者は？
補助金の対象となる方は次に掲げる全ての要件を満たしている事業者です。

【お問い合わせはこちら】
郡上市商工観光部商工課
℡：０５７５－67-1808

（１） 郡上市へ法人税及び市民税を納税している、中小法人・個人事業主であること

（２） 今後も事業を継続する意思があること

（３） 令和４年９月３０日時点で、市内において、中小法人は法人登記及び営業実態があること、個人事業主は住民票及び営

業実態があり開業届を提出していること

（４） 事業所が郡上市内にあり、営業実態があること

（５） 直営チェーン店でないこと

（６） 店舗単位での申請であること（１店舗１回限り）

（７） 国・県・市及び関係機関から、同様の補助金等の交付対象者でないこと

郡上市エネルギー価格高騰対策支援金

申請様式や補助金の詳細は
ホームページをご確認ください。

☆補助対象期間及び補助対象経費は？

ウクライナ情勢等により、原油高・物価高騰が進む中、エネ
ルギー価格高騰の影響を受けている事業者に対し、事業継
続を下支えすることを目的に支援金を交付します！

●支援金
中小法人 上限５０万円（補助率３０％以内）
個人事業主 上限10万円（ 〃 ）
※中小法人・個人事業主共に、下限額は１万円となります。

令和４年７月～令和４年９月の期間内において利用した光熱費の合計
光熱費⇒電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油、重油のみ

☆補助金額の算定方法は？

補助金の計算式は、（補助対象経費÷１．３）×０．３となります。 ※消費税を除く。
例：補助対象経費1０万円の場合の補助金額
（1０0,000円÷1.3）×0.3≒23,000円（千円未満切り捨て）

☆注意事項

・実際に補助金をお支払いできるのは、令和５年１月中旬以降になります。
・申請件数によっては、補助率及び補助金額が下がる可能性があります。
（予算額を超える申請があった場合は、補助金を案分して支払うため）

☆補助金の申請期間は？

令和４年１１月２日（水）～令和４年１２月２３日（金） ※提出先⇒市役所商工課及び各振興事務所

※申請様式は、市役所商工課及び各振興事務所で配布しております。また、郡上市ホームページから
様式のダウンロードが可能です。申請書提出は、持参のみとなります。
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